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○ 平成 22年度税制改正大綱（抄）（平成21年 12月 22日閣議決定） 

租税特別措置の抜本的な見直しなどを進め、これにより課税ベースが拡大した際には、成長戦略との整合性や企

業の国際的な競争力の維持・向上、国際的な協調などを勘案しつつ、法人税率を見直していくこととします。 

  

○ 新成長戦略（抄）（平成22年 6月 18日閣議決定） 

日本に立地する企業の競争力強化と外資系企業の立地促進のため、法人実効税率を主要国並みに引き下げる。そ

の際、租税特別措置などあらゆる税制措置を抜本的に見直し、課税ベースの拡大を含め財源確保に留意し、雇用の

確保及び企業の立地環境の改善が緊急の課題であることも踏まえ、税率を段階的に引き下げる。 

 

○ 財政運営戦略（抄）（平成22年 6月 22日閣議決定） 

個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等にわたる税制の抜本的な改革を行うため、早急に具体的内容を

決定することとする。こうした税制の改革により、財政健全化目標の達成に向けて、必要な歳入を確保していく。 

租税特別措置については、平成22年度税制改正大綱の方針に沿ってゼロベースから見直すこととする。 

 新たに減収を伴う税制上の措置については、それに見合う新たな財源を確保しつつ実施することを原則とする。 

 

○ 新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策（抄）（平成22年 9月 10日閣議決定） 

法人実効税率の引下げについては、日本に立地する企業の競争力強化と外資系企業の立地促進のため、課税ベー

スの拡大等による財源確保と併せ、23年度予算編成・税制改正作業の中で検討して結論を得る。 

 

○ 第 176 回国会・菅内閣総理大臣所信表明演説（抄）（平成22年 10月 1日） 

法人課税については、税制の簡素化、海外と比較した負担といった観点から、年内に見直し案を取りまとめます。 

法人税に関する閣議決定等 
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法人数と欠損法人割合の推移法人数と欠損法人割合の推移
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（注１）昭和30年分～平成17年分は各年の２月１日から翌年の１月31日まで、平成18年度分以降は各年の４月１日から翌年の３月31日までの間に終了した事業年度
を対象期間としている。

（注２）平成15年分～平成20年度分の全法人は連結法人を含むが、資本金別は連結法人を含まない。

（注３）欠損法人割合の資本金区分について、平成19年度以前は｢資本金１億円以上の法人｣の計数である。
（出典）「会社標本調査」(国税庁)

％ 万社

昭

欠損法人割合：全法人（左軸）

欠損法人割合：資本金１億円超の法人（左軸）

法人数（右軸）
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基本税率

中小法人の軽減税率

協同組合等・公益法人
等の軽減税率

昭60

財政再建に資するため

所得税減税に伴う財源確保（暫定税率）

暫定税率の期限切れ

税制の抜本的な改革（経過税率）

税制の抜本的な改革（本則税率）
法人税率の引下げと
課税ベースの適正化

国際水準並みへの引下げ

22(注2)

(注1)

 （注１） 平成 21 年 4月 1日から平成 23 年 3月 31 日の間に終了する事業年度から適用される税率。 

（注２） 公益法人等・協同組合等の軽減税率について、平成 21 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日の間に終了する各事業年度における年 800 万

円以下の所得金額に適用される税率は、18％となる。 
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上記の実効税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税率を合計したものである。

日本の地方税には、地方法人特別税（都道府県により国税として徴収され、一旦国庫に払い込まれた後に、地方法人特別譲与税として都道府県に譲与される）を含む。また、法人事業税及び地方法人特別税については、外

形標準課税の対象となる資本金１億円超の法人に適用される税率を用いている。なお、このほか、付加価値割及び資本割が課される。

アメリカでは、州税に加えて、一部の市で市法人税が課される場合があり、例えばニューヨーク市では連邦税・州税（7.1%、付加税［税額の17%］）・市税（8.85%）を合わせた実効税率は45.67%となる。また、一部の州では、法人

所得課税が課されない場合もあり、例えばネバダ州では実効税率は連邦法人税率の35%となる。

フランスでは、別途法人利益社会税（法人税額の3.3%）が課され、法人利益社会税を含めた実効税率は34.43%となる（ただし、法人利益社会税の算定においては、法人税額から76.3万ユーロの控除が行われるが、前記実効

税率の計算にあたり当該控除は勘案されていない）。なお、法人所得課税のほか、法人概算課税及び国土経済税（地方税）等が課される。

ドイツの法人税は連邦と州の共有税（50:50）、連帯付加税は連邦税である。なお、営業税は市町村税であり、営業収益の3.5%に対し、市町村ごとに異なる賦課率を乗じて税額が算出される。本資料では、連邦統計庁の発表

内容に従い、賦課率388％（2008年の全ドイツ平均値）に基づいた場合の計数を表示している。

中国の法人税は中央政府と地方政府の共有税（原則として60:40）である。

韓国の地方税においては、上記の地方所得税のほかに資本金額及び従業員数に応じた住民税（均等割）等が課される。

（注）１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

ドイツ
（全ドイツ平均）

中国

法人税率：30%

事業税率：3.26%

地方法人特別税

 ：事業税額×148%

住民税

連邦法人税率：35%

州法人税率：8.84%

法人税率：15%

連帯付加税

 ：法人税額×5.5%

営業税率：13.58%

法人税率：33 1/3%
法人税率：22%

地方所得税

 ：法人税額×10%
法人税率：25%

イギリスアメリカ
（カリフォルニア州）

日本
（東京都）

韓国
（ソウル）

フランス

法人税率：28%

40.69％ 40.75％

29.41％

33.33％

28.00％

24.20％
25.00％

17.00％

シンガポール

法人税率：17%

法人所得課税の実効税率の国際比較法人所得課税の実効税率の国際比較
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社会保険料事業主負担の国際比較（対国民所得比）社会保険料事業主負担の国際比較（対国民所得比）
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韓国
（07年）

社会保険料の事業主負担（対国民所得比）

法人所得課税の税収（対国民所得比）

（注） 社会保険料事業主負担には、法人事業主及び個人事業主の負担分の他に、公共部門の社会保険料納付義務者の負担分も含まれている。
（出典） OECD "Revenue Statistics 1965-2008"及び同 "National Accounts 1996-2007"
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 民間非金融法人企業の現金・預金の保有残高の推移民間非金融法人企業の現金・預金の保有残高の推移
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近の資金循環を見てみると、企業部門の手元現預金が増加し 200 兆円以上となっている。 
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減価償却費
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（出所）財務省「法人企業統計（四半期別調査）」

（注）全規模・全産業（金融業・保険業除く）、４四半期移動平均

　　　キャッシュフロー＝経常利益×1/2＋減価償却費

キャッシュフロー

「キャッシュフロー」－「設備投資」

設備投資とキャッシュフローの推移（法人企業統計・四半期別調査）設備投資とキャッシュフローの推移（法人企業統計・四半期別調査）

企業においては、余剰資金（キャッシュフロー）が設備投資を大幅に上回っており、設備投資に回すことが可能な

資金を十分に確保できる状況。
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負債及び純資産に占める借入金・社債の割合（資本金１億円未満）

（出典）法人企業統計
（注）借入金・社債は、金融機関借入金、その他の借入金、社債の合計
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負債・純資産に占める内部留保の割合（資本
金１億円以上）

負債・純資産に占める内部留保の割合（資本
金１億円未満）

（出典）法人企業統計
（注）内部留保は、利益留保（＝その他資本剰余金、利益剰余金、その他（土
地の再評価差額金、金融商品に係る時価評価差額金等）、自己株式）、引当
金、特別法上の準備金、その他の負債（未払金等）の合計

内部留保の金額 

内部留保及び借入金・社債の推移（法人企業統計）

内部留保の割合 

大企業を中心に、内部留保は一貫して増加傾向にあり、企業の財務基盤は相当程度強化されている一方、借入

金・社債はかなり減少してきており、債務の返済に企業の利益が充てられてきていると考えられる。
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雇用形態別の雇用者数等の推移雇用形態別の雇用者数等の推移
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4,615 5,258 5,500 5,473

「正規」の雇用者割合

「非正規」の雇用者割合

(年度)

（備考）昭和62（1987）年及び昭和57（1982）年の統計では、「その他」の項目の中に「派遣労働者」及び「契約社員・嘱託」の項目の数値が含まれている。
　　　　また、1971年の統計では、「正規の職員･従業員」の項目には「一般常雇」の数値を、｢パート・アルバイト」の項目には「臨時雇」及び「日雇」の数値の合計
　　　　を載せている。
　　　・「正規」の雇用者割合＝正規の職員・従業員／雇用者総数（％）
　　　・「非正規」の雇用者割合＝「パート・アルバイト＋派遣労働者＋契約社員・嘱託＋その他」／雇用者総数（％）
（出所）総務省「就業構造基本調査」（各年10月1日の係数）

雇用者総数（万人）

4,2453,365

昭和 平成

2,017

86.2％ 87.5％

72.4％

9.7％
7.3％

20.0％

29.6％

5,727

63.1%

 
正規雇用の割合は一貫して下降傾向にある一方、非正規雇用の割合は一貫して上昇傾向にある。
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（ 出所 ） ＴＤＢ景 気 動 向 調査 / 2 01 0 年７ 月 （ 株式 会 社 帝 国デ ータバ ン ク）

（ 注） 母 数 は、 有 効 回 答企 業 1 1, 44 6 社

法人税引下げ分を充当する項目法人税引下げ分を充当する項目

法人税率を引き下げた場合、社員への還元、設備投資の増強、人員の増強といった投資・雇用への充
当よりも、内部留保や借入金の返済に充当することを考えている企業が多い。 
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企業の海外移転の理由について企業の海外移転の理由について
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今後

社

経済産業省「我が国の産業競争力に関するアンケート調査結果」 （平成22年4月19日発表） において「問 .これまで、

及び今後の海外移転の理由について【優先順位1～3井】」に対する回答

経済産業省の調査では、企業の海外移転の大きな理由は、「安価な人件費」「消費地への近さ」「安価

な部品・原材料」となっている。
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外資系企業の日本進出に係る阻害要因外資系企業の日本進出に係る阻害要因

（出典）経済産業省 「平成20年度 対日直接投資に関する外資系企業の意識調査報告書」

48.0

45.8

34.0

33.5

27.8

26.4

22.3

21.7

18.6

17.5

17.3

17.1

14.9

14.8

14.6

14.3

14.2

13.5

12.9

11.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

人件費（ビジネスコストの高さ）

品質（製品に対するユーザーの要求水準の高さ）

語学堪能者の確保（人材確保の難しさ）

不動産（ビジネスコストの高さ）

価格（製品に対するユーザーの要求水準の高さ）

技術職・エンジニアの確保（人材確保の難しさ）

商慣習（日本市場の閉鎖性・特殊性）

法的規制（規制・許認可の厳しさ）

行政手続の煩雑さ（行政手続の複雑さ）

税金（ビジネスコストの高さ）

サービスに対して（製品に対するユーザーの要求水準の高さ）

税制上の特典がない（優遇措置、インセンティブが不十分）

系列取引の存在（日本市場の閉鎖性、特殊性）

日本語社会（日本市場の閉鎖性・特殊性）

管理職の確保（人材確保の難しさ）

商品の規格・検査（規制・許認可の厳しさ）

申請から認可までの期間が長い（行政手続の複雑さ）

納期に対して（製品に対するユーザーの要求水準の厳しさ）

物流コスト（ビジネスコストの高さ）

金融機関による融資条件の厳しさ（資金調達が困難）

（％）

（N=636）

※上記は全サンプル636社ベースの集計

 経済産業省の調査では、人件費や不動産価格等のビジネスコストの高さ、品質や価格に対する消費

者の要求水準の高さ、語学の壁等が我が国への進出の主な阻害要因。
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（出典）経済産業省 

表面実効税率（％、左軸）

名目 GDP に占める法人税収
のウエイト（％、左軸） 

法人実効税率と名目ＧＤＰに占める法人税収のウエイト 

（対象：EU15 カ国 1995 年～2007 年） 



 17 

 

 

 

 

日本

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

法
人
実
効
税
率

（
●
線

）

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

税
収
／
名
目
G
D
P

（
▲
線

）法人実効税率

法人所得課税税収／名目GDP

米国

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

法
人
実
効
税
率

（
●
線

）

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

税

収

／

名

目

G

D

P

（
▲

線

）法人実効税率

法人所得課税税収／名目GDP

英国

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

法
人
実
効
税
率

（
●
線

）

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

税

収

／

名

目

G

D

P

（
▲

線

）法人実効税率

法人所得課税税収／名目GDP

ドイツ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

法
人
実
効
税
率

（
●
線

）

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

税

収

／

名

目

G

D

P

（
▲

線

）

法人実効税率

法人所得課税税収／名目GDP

主要先進国の法人実効税率と名目ＧＤＰに占める法人税収のウエイト 
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（注）IMF公表の世界の名目GDP（実額）の数値から算出。

（出典）OECD Revenue Statistics ほか  
（注）2008 年の法人所得課税税収は推計値。2008 年の名目ＧＤＰ（日本を除く）は暫定値。また、「法人・個人に分けられない所得税収」は按分計算の上、法人所得課税税収に加算

している。なお、日本の法人実効税率は東京都におけるもの。 

先進国（Ｇ７）について各国別に見た場合、法人実効税率が下がっていない国も下がっている国も
2003 年以降法人税収の対ＧＤＰ比が伸びている。すなわち、世界的に経済情勢が良かったことが増収
をもたらしており、法人実効税率を引き下げれば増収になるとの関係は認められない。
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課税ベースの拡大等 
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基本的考え方 
 

課税ベースを拡大して税率を引き下げる 対象を絞った政策税制措置による重点化 

○ 簡素でわかりやすい税制となる。 

 

△ 税制は複雑化。 

○ 産業間・企業間での実質的な税負担の不公平

が減少。 

△ 適用が特定の産業・企業に偏り、資金の効率

的配分を歪めるおそれ。 

 

△ 減税の対象を特定しないため、中期的・間接

的な効果となる可能性もある。 

 

○ 対象とした設備や経費について、短期的・直

接的な需要の発現が期待できる。 

 

○ 資本集約型の産業（製造業等）に有利な設備

投資等の促進措置から、雇用確保につながる労

働集約型の産業（サービス型産業）に優しい税

制となる。 

 

○ 一般的には、資本集約型の産業に有利な措置

が多くなると考えられる。 

○ 特例をなくすことで黒字企業の数を増やし、

より多くの企業の間で税負担を分配すること

で、生産性の高い企業の税負担が軽減され、企

業活力の発揮や新規企業・産業の創出につなが

ることが期待される。 

○ 成長戦略に資する分野にターゲットを絞るこ

とにより、我が国企業を支える先端的な産業・

技術の創出がもたらされるとともに、それを通

じた我が国企業全体の事業効率化、付加価値向

上につながることも期待される。 
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税率引下げに伴う減収額の試算の考え方 

 
 
 
 

 
 
 

法人税収の推移
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【好調時の税収】
　18年と20年の平均 ＝ 12.5兆円
　（法人税率５％で2.1兆円）

【低調時の税収】
　20年と21年の平均 ＝ 8.2兆円
　（法人税率５％で1.4兆円）

【平均税収】
　好調時と低調時の平均 ＝ 10.3兆円
　（法人税率５％で1.7兆円）

平常時の
法人税収

 

○ 法人税率引下げによる減収額計算の基礎となる法人税収については、近年の税収の変動が大きいことを踏まえ、 

ある程度の幅を持って財源の試算を行う必要。 

○ このため、直近 5 年間の中で 

－ も税収が小さかったとき（21 年度）と中央値（20 年度）の平均（8.2 兆円）を経済低調時の税収と、 

－ も税収が大きかったとき（18 年度）と中央値（20 年度）の平均（12.5 兆円）を経済好調時の税収と 

考えて、法人税収は概ねこの範囲にあるものとする。 

この場合、税率を５％引き下げた場合の減収額は 1.4～2.1 兆円と試算される。 

（注）経済産業省の税制改正要望では、税収が大きく減少した平成 22 年度当初予算額 6 兆円を基礎として、税率引下げの減収額を 1 兆

円としている。なお、平成 22 年度の法人税収は、補正後予算において 7.5 兆円に補正されている。 
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【経緯・現状】 

○ 特定の設備・機械について、その取得を促進するため、取得当初の損金算入額を大きくすることで税負担を軽減

するもの。特定の政策目的を達成するための税負担軽減措置として、従来から一般的に用いられている。 

○ 具体的には、通常の償却限度額に加え、 

・ 対象資産を事業の用に供した年度に、追加的な償却を認める「特別償却」と 

・ 各事業年度において、普通償却額に一定割合を割増して償却を認める「割増償却」とがある。 
（注）一部の措置については、税額控除を選択できる場合がある。 

○ 現在、中小企業のみを対象とした措置を除き 20 措置があり、減収見積額は 1,247 億円（22 年度ベース）。 

 
 
 
 
 

 
 
 

鉄 鋼 金 属 工 業

機   械   工   業

卸     売     業

その他の製造業

食 料 品 製 造 業

   医 療 法 人   企 業 組 合

運輸通信
公益事業

小     売     業

鉱            業

サ ー ビ ス 業

そ の 他 の 法 人

連   結   法   人

繊   維   工   業

化   学   工   業

不   動   産   業

特別償却・割増償却（法人税関係の租税特別措置） 

租税特別措置法の償却の特例による

減価償却費のシェア 

(平成 20 年度会社標本調査)

普通償却 

＜特別償却制度＞

特別償却 
（例えば 30%） 

 

取
得
価
額 
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【経緯・現状】 

○ 「準備金」は、将来における多額の支出又は損失に備えて積み立てるもの。そうした積立ては、本来は当期の損

金とはならないが、特定の政策目的の下、一定の準備金については、租税特別措置として損金算入を認めている。 

  なお、準備金の中には、別の法律により積立てが義務付けられているものもある。 

○ 現在 13 措置があり、減収見積額は 486 億円（22 年度ベース）。 

 
 

  
 

 

 

 

   
 
 
 
 

 

準備金（法人税関係の租税特別措置） 

探鉱・海外探鉱準備金

の残高シェア 

(平成 20 年度会社標本調査)

海外投資等損失準備金

の残高シェア

化学工業

運輸通信
公益事業

連結法人

鉄鋼金属
工業

機械工業

出版
印刷業

卸売業

小売業

鉱業

鉱業

卸売業

機械工業

金融保険業 連結法人

化学工業

残高 1,818 億円 残高 1,296 億円 １年目 

２年目 

３年目 

○年目 
積 立 て 

（損金算入） 

一定の積立限度額

以内の金額 

一定期間経過後又は将来の

支出・損失発生時に取り崩

して益金算入 
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【経緯・現状】 

○ 昭和 42 年度改正に創設された研究開発税制は、試験研究費を増加させることを目的として、過去の 高水準を上

回って増加した場合にその増加分の一定割合について、税額控除を認める等の制度であった。 

○ 平成 15 年度改正において、法人税率引下げを見送る一方、「真に有効な政策税制を集中・重点的に講じる」とし

て大幅に拡充され、試験研究費の総額の一定割合の税額控除を認める制度（総額型）が導入された。 

○ この結果、我が国の研究開発税制の減収額の対ＧＤＰ比は 0.12％と、米国の 0.06％や、フランスの 0.05％と比較

してかなり高い割合となっている（2007 年）。また、法人税関係の租税特別措置の中で 大の措置であり、減収見積

額は 22 年度ベースで 2,358 億円（平成 15～20 年度までの減収見積額は毎年約 6,000～6,500 億円）。 
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研究開発税制（法人税関係の租税特別措置）

化学工業

鉄鋼金属工業

機械工業食料品製造業

出版印刷業

その他の製造業

卸売業

料理飲食旅館
業

小売業

不動産業

運輸通信
公益事業

金融保険業
・相互会社

鉱業農林水産業連結法人サービス業

繊維工業

建設業

(平成 20 年度会社標本調査) 

研究開発税制の税額控除のシェア 租税特別措置による税額控除の推移 
億円 
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研究開発税制の具体的な仕組み 

（概要） 

(1) 試験研究費の総額の８～10％(特別試験研究費の額については 12％)の税額控除(当期の法人税額の 20％を限度）ができる。 

(2) 中小企業者等の試験研究費の額については、上記(1)の適用に代えて、その総額の 12％の税額控除（当期の法人税額の 20％を限度）

ができる。 

(注) 上記(1)及び(2)については、平成 21 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までの間に開始する各事業年度につき、当期の法人税額の

30％を限度とする特例が講じられている。 

(3) 平成 20 年４月１日から平成 24 年３月 31 日までの間に開始する各事業年度については、上記(1)又は(2)に追加して、①試験研究費

の増加額に係る税額控除又は②平均売上金額の 10％を超える試験研究費の額に係る税額控除のいずれかの選択適用（当期の法人税額

の 10％を限度）ができる。 

大 法 人：総額×(８～10％） 

中小法人：総額×12％ 

 
試験 

当期の 

研究費 

 

○ 試験研究費の総額に係る税額控除制度等 

(上記(1)又は(2)) 

○ 試験研究費の増加額等に係る税額控除制度(上記(3)) 

① 試験研究費の増加額に係る税額控除 ② 平均売上金額の 10％を超える試験研究 

費の額に係る税額控除 

 

 
比較 

試験 

研究費 

増加額×５％ 
試験 

当期の 

研究費 

 

前３期の平均

 

 
平均売 

上金額 

×10％ 

超過額 × 

税額控除割合 試験 

当期の 

研究費 

 

当期及び
前３期の平均

(算式) 試験研究費の増加額 × ５％ (算式) (試験研究費-平均売上金額×10％) 

×税額控除割合 

※ 税額控除割合＝(試験研究費割合-10％)×0.2 
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【経緯・現状】 

○ 特定事業用資産の買換え特例は、昭和 44 年

度改正により、土地政策や国土政策に合致す

る買換えに課税の特例（圧縮記帳による譲渡

益の一部繰延）を認めることとされたもの。 

○ 昭和 61 年度税制改正で繰り延べられる譲渡

益の割合を 100％から 80％に縮減。平成３年

度改正で 10 年超保有土地から減価償却資産へ

の買換え特例を廃止したが、平成６年度に一

部を復活。 

○ 平成 10 年度税制改正で、長期にわたる地価

の下落等に鑑み、土地の有効利用の促進や土

地取引の活性化のための思い切った対応とし

て、10 年超保有土地等から土地等に買い換え

る場合に本特例の適用を拡大。 

○ 本特例による買換え資産圧縮額は 3,414 億

円（平成 20 年度会社標本調査）。 
 

※ 上記は、「土地等、建物等で、所有期間が 10 年超のもの」⇨「土地等、建物等、

機械装置等」の場合のイメージ 

 

特定事業用資産の買換え特例（法人税関係の租税特別措置） 

譲渡資産 買換資産

差額2千万円に課税

帳簿価額
2千万円

圧縮損
8千万円

帳簿価額
4千万円
〔圧縮後〕

譲渡益
1億円

売　却

購　入
1億2千万円

(簿価2千万円)

1億2千万円

1億2千万円

譲渡金額
1億2千万円 取得金額

1億2千万円
譲渡益
×80％

代　金

要件：国内にある所有期間10年
　　　超の土地等・建物・構築物

要件：国内にある土地等・建物・
　　　 構築物・機械装置等

○　本来譲渡益1億円に課税されるところ、圧縮損との差額
　2千万円にのみ課税。

○　8千万円分の譲渡益は買換資産の売却時まで繰延べ。

具体的な仕組み 
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【経緯・現状】 

○ 「減価償却」とは、固定資産が長期にわた

り収益を生み出すため、その取得費用は将来

の収益に対する費用の一括前払の性質を有す

ることに鑑み、その使用や時間の経過に応じ

て徐々に費用化する仕組み。主な方法とし

て、①毎期均等額を計上する「定額法」と、②

毎期首の未償却残高に一定率を乗じた額を計上す

る「定率法」がある。 

○ 建物については定額法のみが認められる。

以前は定率法の適用も可能だったが、平成 10

年度改正で定額法のみに限定された。 

○ 機械装置等については、定額法と定率法の選

択が可能。定率法については、平成 19 年度改正

で、国際的なイコールフッティング確保の観点か

ら、250％定率法を導入。 

（注１）一般に、定額法は、減価償却資産が概ね均等に使

用されている場合に適合する方法とされ、定率法は、初

期段階での生産性が高い減価償却資産について適合する

方法とされる。 

（注２）平成 20 年度会社標本調査では、償却限度額約

49.0 兆円に対し、実際の償却額は 44.3 兆円。 

 

減価償却制度（租税特別措置以外の課税ベース関係） 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年

アメリカ

フランス

日本（250%定率法）

イギリス韓国

日本（旧定率法）

日本（定額法）・ドイツ(注）

（耐用年数10年の資産の場合）

残

存

率

経 過 年 数

（注） ドイツでは、2009年と2010年に調達したものには定率法（償却率は、定額法の償却率の2.5倍又は25％のいずれか低い方）を選択できる（原則は定額法）。

減価償却制度の国際比較減価償却制度の国際比較

定額法の償却率０．１（１／耐用年
数）を２．５倍した０．２５を償却率
として定率法により償却費を計算する。

⇒１年目で取得価額の25％が償却可能
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平均従業員数

付加価値

設備投資

鉱業

農林水産業
出版印刷業繊維工業

製造業

設備投資、付加価値及び平均従業員数の業種ごとのシェア

（出典）法人企業統計（2009 年度）（金融・保険業を除く全業種） 

（注）設備投資は、ソフトウェアを除く。 
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【経緯・現状】 

○ 「引当金」は、将来支払う費用や損失のうち当期の負担とするべき合理的な見積金額を当期の費用又は損失とす

る仕組みであり、企業会計上も認められているもの。 

○ 法人税の計算に関しては、①見積りの適正さに問題があること、②企業・産業ごとの利用状況に差があること等

から、平成 10 年度改正で賞与引当金、製品保証引当金及び特別修繕引当金を、平成 14 年度改正で退職給与引当金

を廃止。この結果、現在残っているのは、貸倒引当金と返品調整引当金の２つのみ。 

（注１）「貸倒引当金」とは、金銭債権を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に区分し、前者は債務者が破産等の場合に取立・弁済の見

込みがないと認められる額を個別に損金算入、後者は前者を除く金銭債権全体について過去の貸倒実績率に基づいて算定した損失見

込額を損金算入するもの（平成 20 年度残高 7.2 兆円）。 

（注２）「返品調整引当金」とは、商品の買戻しの特約に基づく買戻しについて、実績の返品率等に基づいて計算した損失見込額を損金算

入するもの（平成 20 年度残高 0.1 兆円）。 

 
 

 

 

引当金（租税特別措置以外の課税ベース関係） 

貸倒引当金の残高シェア 

(平成 20 年度会社標本調査)

繊維工業鉱業

食料品製造業

卸売業

小売業

料理飲食旅館業

連結法人
医療法人

相互会社

企業組合

その他の法人

サービス業

運輸通信
公益事業

不動産業

金融保険業

建設業

農林水産業

化学工業

鉄鋼金属工業

機械工業

出版印刷業

その他の製造業
出版印刷業

食料品製造業

化学工業
運輸通信
公益事業

連結法人

卸売業

金融保険業

サービス業

小売業

その他の製造業

返品調整引当金の残高シェア 

残高 1,025 億円 残高 7 兆 1,944 億円 



 29 

 

【経緯・現状】 

○ 法人税の負担の合理化を図る観点から、欠損金については、７年の繰越控除（各事業年度の所得金額を限度として損

金算入）及び原則１年の繰戻還付をすることができることとされている。 

○ ただし、欠損金の繰戻還付は、平成 4 年度以降適用が停止されている。なお、平成 21 年度改正により中小法人につ

いて適用停止の対象から除外。 

○ 欠損金の繰越控除については、平成 16 年度改正において、繰越期間を５年から７年に延長。また、平成 22 年度改正

では、連結子会社の欠損金の持込制限を緩和。 

    
 

 

欠損金の繰越控除制度（租税特別措置以外の課税ベース関係） 
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（備考）平成17年分以前は各年の２月１日から翌年の１月31日まで、平成18年度分以降は各年の４月１日から翌年の３月31日までの間に終了した事業年度

　　　を対象期間としている。

（出所）「会社標本調査」(国税庁)

翌期繰越欠損金額

繰越欠損金控除額
所得金額（繰越控除後）

（年(度)分）
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繰越欠損控除額と所得金額 
（平成 20 年度会社標本調査） 
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【経緯・現状】 

○ 法人が他の法人から受け取る配当については、配当が法人税課税後の利益から行われることを踏まえた税負担調

整を行うものとして、益金不算入（＝非課税）の制度が設けられている。 

○ ただし、我が国企業の株式保有の実態を見ると、持株割合 25％未満の株式については、一種の資産運用等のため

の保有と見られたことから、昭和 63 年の税制改革で、益金不算入割合を 80％に縮減。さらに、これを平成 14 年度

で 50％に縮減。 

 
国際比較 

（2010 年 1 月現在） 
日  本 アメリカ イギリス ドイツ フランス 

持株割合に応じて次の

と お り 益 金 不 算 入

（注） 

  

持株割合 
益金不算入

割合 

０％～

25％未満 
50％ 

25％以上 100％ 

持株割合に応じて次の

とおり益金不算入 

 

持株割合
益金不算入

割合 

０％～

20％未満
70％ 

20％～

80％未満
80％ 

80％以上 100％ 

全額益金不算入 95％益金不算入 持株割合に応じて次の

とおり益金不算入 

  

持株割合
益金不算入

割合 

０％～

５％未満
０％ 

５％以上 95％ 

（注）100％グループ内の法人からの配当を除き、配当額から負債利子の額を控除した額に益金不算入割合が適用される。 

   なお、証券投資信託の収益の分配の場合は、原則として、分配の額の 1/2 又は 1/4 が配当額となる。 

 

受取配当の益金不算入制度（租税特別措置以外の課税ベース関係） 
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【経緯・現状】 

○ 法人の支出する一般の寄附金は、一定の限度内で損金の額に算入される。 

○ 上記のほか、特定公益増進法人に対する寄附金については、別枠で損金算入が認められる。また、国・地方公

共団体その他一定の公益団体に対する指定寄附金は、その全額が損金算入できる。 

 

 
※ 特定公益増進法人・認定ＮＰＯ法人に対する寄附金に係る損金算入限度額に達した場合に一般寄附金に対する損金算入限度額に余裕があれば、その余
裕分も利用することができる。 

 
寄 附 金
の区分 

国・地方公共団体に対
する寄附金 
 
＜例＞ 

・公立高校 
・公立図書館 

 
 

指定寄附金 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
＜例＞ 

・国宝の修復 
・オリンピックの 
開催 

・赤い羽根の募金 
・私立学校の教育 
研究等 

・国立大学法人の教育
研究等 

特定公益増進法人に対
する寄附金で法人の主
たる目的である業務に
関連するもの 
 
【特定公益増進法人】 
○独立行政法人 
○一定の地方独立行政
法人 

○日本赤十字社など 
○公益社団・財団法人 
○学校法人 
○社会福祉法人 
○更生保護法人 

認定特定非営利活動法
人に対する寄附金で特
定非営利活動に係る事
業に関連するもの 

一般寄附金 

法人税 全額損金算入 
以下を限度として損金算入※ 

(資本金等の額の 0.25％＋所得金額の 5％)×1/2 

以下を限度と 
して損金算入 

(資本金等の額の 0.25％＋所得金額
の 2.5％)×1/2 

一般寄附金（租税特別措置以外の課税ベース関係） 

 

公益を目的とする事業

を行う法人等に対する

寄附金で公益の増進に

寄与し緊急を要する特

定の事業に充てられる

もの 
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【経緯・現状】 

○揮発油税等については、昭和 29 年の道路特定財源化を踏まえ、道路整備に関係がない用途に供される揮発油につい

ての特例を設ける趣旨等から、昭和 32 年から免税。 

○石油石炭税については、昭和 53 年の石油税創設時に、石油化学産業を取り巻く環境が厳しくナフサ価格の低廉化を

図る必要があること等を理由に輸入ナフサの免税措置を創設（国産ナフサについては平成元年に創設）。 

○ナフサを利用する全ての石油化学産業の事業者が本措置を利用している。 

（注）他の主要国においてナフサに課税をしている国はない。 

 
税目：揮発油税、地方揮発油税 

適用期限：なし 増減収見込額：▲3.7 兆円程度 

【具体的な仕組み】 

・ 原油からナフサを精製し石油化学製品の製造を行う場合、当該

ナフサに係る揮発油税及びその原料となる原油等に係る石油石炭

税を免税・還付する。 

税目：石油石炭税 

適用期限：平成 24 年 3 月 31 日 増減収見込額：▲861 億円程度 

揮発油（ナフサ）の製造場 石油化学製品製造工場

未納税移出

揮発油の場内消費＝原則：課税
　

石油化学製品製造のため
ナフサを場内消費　＝特例：免税

ナフサ（揮発油）

税　務　署

納税申告書

免税明細書

揮
発
油
の
消
費

移
出

 

ナフサに係る免税措置（その他） 

【揮発油税・地方揮発油税の場合】
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【経緯・現状】 

○ 昭和 62 年度改正において、円高の定着等の内外経済情勢を背景に、中小企業等基盤強化税制を導入。 

○ 平成 10 年度改正において、「総合経済対策」により、民間投資を促進するため中小企業投資促進税制を導入。 

○ 平成 15 年度改正において、活力ある中小企業の経営基盤を強化するため、中小企業者の少額減価償却資産の取
得価額の損金算入の特例を導入。 

○ 平成 21 年度改正において、「生活防衛対策」により軽減税率を 22％⇒18％に引下げ、欠損金繰戻還付制度の不
適用措置から中小企業を除外、「経済危機対策」により交際費課税につき定額控除限度額を 400 万円⇒600 万円に
引上げ。 

○ 本年 10 月 26 日に、会計検査院より、所得金額が多額に上る中小企業者に対して中小企業者に対する軽減税率及
び租税特別措置が適用されている実態を踏まえ、適用範囲について検討するよう意見表示。 

 
措置・施策名 措置の概要 22 年度減収見込額 

（億円） 

中小企業者等が機械等を取得した場合

の特別償却又は法人税額の特別控除

（中小企業投資促進税制） 

中小企業者等が、特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価額(船舶は取得価額の

75％)の 30％の特別償却又は７％の税額控除（当期の法人税額の 20％を限度）ができる。 

▲ 1,288 

事業基盤強化設備等を取得した場合等

の特別償却又は法人税額の特別控除

（中小企業等基盤強化税制） 

(1) 次の事業を行う中小企業者等が、事業基盤強化設備等の取得等をした場合には、取得価

額の 30％の特別償却又は７％の税額控除(当期の法人税額の 20％を限度)ができる。 

① 特定農産加工業 ② 卸売業又は小売業 ③ 飲食店業 ④ 特定のサービス業 ⑤ 情

報基盤の強化が事業基盤の強化に資する事業 ⑥ 経営革新のための事業 ⑦ 地域産業資

源活用事業 ⑧ 農商工等連携事業 

(2) 中小企業者等の教育訓練費割合が 0.15％以上である場合には、教育訓練費の額の８～

12％の税額控除(上記(1)と合計して、当期の法人税額の 20％を限度)ができる。 

▲ 319 

中小企業者等の少額減価償却資産の取

得価額の損金算入の特例 

中小企業者等が、取得価額 30 万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)の取得等をした場

合には、取得時に全額損金算入ができる。 

ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が年 300 万円を超えるときは、その取得価額

の合計額のうち年 300 万円に達するまでのその合計額を限度とする。 

▲ 164 

中小企業者等以外の法人の欠損金の繰

戻しによる還付の不適用 

中小企業者等以外の法人については、解散等の場合の欠損金額を除き、欠損金の繰戻しによ

る還付制度を適用しない。 

 

（注）その他、沖縄の中小企業者を対象とする措置が存在。 

中小企業向け租税特別措置等 
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○ 多額の所得があり担税力が弱いとは必ずしも認められない中小企業者が、中小企業者に対する法人税率の特例の

適用を受けている事態が見受けられたことから、財務省及び経済産業省において、地域経済の柱となり雇用の大

半を担っている財務状況が脆弱で担税力の弱い中小企業者を支援するという中小企業者に対する法人税率の特例

を定めている法人税法の趣旨に照らして有効かつ公平に機能しているかの検証を踏まえて中小企業者に対する法

人税率の特例の適用範囲について検討を行うなどの措置を講ずるよう意見を表示する。 

 

 

 

○ 多額の所得を得ていて財務状況が脆弱とは認められない中小企業者が、中小企業者に適用される特別措置の適用

を受けている事態が見受けられたことから、財務省及び経済産業省において、地域経済の柱となり雇用の大半を担

っている財務状況が脆弱な中小企業者を支援するという当該特別措置の趣旨に照らして有効かつ公平に機能してい

るかの検証を踏まえ、中小企業者に適用される特別措置の適用範囲について検討するなどの措置を講ずるよう意見

を表示する。 

会計検査院による意見表示

中小企業者に対する法人税率の特例について（抜粋）（10 月 26 日 財務大臣及び経済産業大臣に対して意見表示） 

中小企業者に適用される租税特別措置について（抜粋）（10 月 26 日 財務大臣及び経済産業大臣に対して意見表示） 
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平成１０年度税制改正における税率引下げと課税ベースの拡大 

 

○ 貸倒引当金・・・中小企業以外の法定繰入率の廃止 

○ 賞与引当金・・・廃止 

○ 退職給与引当金・・・累積限度額の引下げ（４０％→２０％） 

○ 製品保証引当金・・・廃止 

○ 特別修繕引当金・・・繰入限度額を引き下げ（改正前の４分の３）、租税特別措置に改組 

○ 減価償却 

・建物の償却方法を定額法に一本化 

・少額減価償却資産の取得価額基準の引下げ（２０万円→１０万円） 

   ・営業権の償却方法の変更（任意償却→５年均等償却） 

○ 上場有価証券の評価・・・切放し低価法の廃止 

○ 収益費用 

   ・長期大規模工事について工事進行基準を強制 

   ・割賦基準の廃止 

   ・中小企業の交際費の定額控除額以下の損金算入割合の引上げ（２０％→１０％） 

課税ベースの拡大（主なもの） 
増収額
11,200～12,280 億円 

（注）増減収額は、平成 10 年度税制改正当時に計算された平成 10 年度～15 年度の平均値。当時の経済計画（「構造改革のための経済社会計

画」）で見込まれていた名目経済成長率に幅があった（3.5％、1.75％）ため、幅のあるものとなっている。 

○ 公正・中立で透明性の高い法人税制を構築が企業活力の発揮や新規企業・産業の創出、経済全体の効率性の向上に資する

との考え方の下、法人税率の引下げと併せ、課税ベースの拡大を実施。 

 

○ 基本税率 ３７．５％ → ３４．５％ 

○ 中小法人の軽減税率 ２８％→２５％ 

法人税率の引下げ 
減収額
13,800～14,420 億円 
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平成１４年度税制改正における連結納税制度の創設と課税ベースの拡大 

 

○ 連結納税制度の創設 

 

○ 連結納税制度の仕組み中での増収措置 

   ・連結付加税の導入 

   ・連結子会社の連結前欠損金の持込み制限 

   ・創設当初の加入子会社等の適用時期の特例 

 

○ 受取配当の益金不算入制度・・・その他株式等に係る益金不算入割合の引下げ（80％→50％） 

○ 退職給与引当金・・・廃止 

○ 旧特別修繕引当金・・・廃止 

○ 企業関係租税特別措置の改正 

連結納税制度の創設 

課税ベースの拡大（主なもの） 

減収額
7,980 億円 

増収額
4,360 億円 

増収額
3,620 億円 

（注）増減収額は、平成 14年度税制改正当時における、平年度増減収額の見積額 

差
引
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
ゼ
ロ

・エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の見直し 
・沖縄の特別中小企業者が事業化設備等を取得した場合等
の特別税額控除の廃止 

・製品輸入額が増加した場合の特別税額控除の廃止 
・中小企業新技術体化投資促進税制の廃止 
・公害防止用設備の特別償却の見直し 
・特定事業集積促進地域における特定事業用資産の特別償
却の廃止 

・低開発地域工業開発地区における工業用機械等の特別償
却の廃止

・特定の拠点地区における産業業務施設の特別償却の廃止 
・医療用機器等の特別償却の見直し 
・倉庫用建物用の割増償却の見直し 
・自由貿易地域投資損失準備金の廃止 
・創業中小企業投資損失準備金の廃止 
・プログラム等準備金の見直し 
・異常危険準備金の見直し               等 
 

○ 平成 10 年度税制改正において残された課税ベースの見直し等を実施。結果として、連結納税制度の導入により主として恩恵を受ける

大企業関係の措置を中心に増収を確保。 
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［減収措置］ 

◇ 法人税率の引下げ（30％→28％）等                ▲約 0.2 兆円 
［増収措置］ 

◇ 減価償却制度の見直し（主に機械設備に係る償却率の引下げ）等    +約 0.2 兆円 
 

 
 

［減収措置］ 

◇ 法人税率の段階的引下げ（28％→24％）              ▲約 0.4 兆円 
◇ 所得税の基礎控除引上げ                     ▲約 0.5 兆円 

［増収措置］ 

◇ 減価償却制度の見直し（主に機械設備に係る償却率の引下げ）    +約 0.4 兆円 
◇ キャピタル・ゲイン税の税率引上げ（18％→18、28％）         +約 0.1 兆円 
◇  付加価値税の標準税率の引上げ（17.5％→20％）                 +約 1.8 兆円 
◇ 銀行負担税の導入                          +約 0.3 兆円 

 
 
 
イギリスでは、2008 年法人税改革において、法人税率の引下げは課税ベースの拡大等とセットで行わ
れている。また、2010 年緊急予算においては、財政再建や国際競争力強化等のため、法人税率の引下
げが課税ベースの拡大や付加価値税の標準税率の引上げ、キャピタルゲイン税の税率引上げ等ととも
に提案されている。 

イギリスにおける近年の主な税制改正の動向 

（備考）邦貨換算レート 1 ポンド＝133 円（裁定外国為替相場：平成 22 年(2010 年)8 月中における実勢相場の平均値）  

ほ
ぼ
税
収
中
立 

2008 年法人税改革 

2010 年緊急予算（提案中）
緊
急
予
算
全
体
で
約 

 

兆
円
の
増
収 

1.1 
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ドイツでは、2008年法人税改革において、2007年の付加価値税率の引上げ、所得税の 高税率の引上

げ等により、財政再建に一定の目処がついたことから、課税ベースを拡大しつつ法人実効税率を引き

下げている。 

ドイツにおける近年の主な税制改正措置 

（備考）邦貨換算レート 1 ユーロ＝110 円（裁定外国為替相場：平成 22 年(2010 年)8 月中における実勢相場の平均値）  

◇ 法人実効税率の引下げ（約 39％→約 30％）等による負担軽減措置（2008 年）  ▲約 3.4 兆円 
   ・法人税率の引下げ（25％→15％） 

   ・営業税率の課税指数の引下げ 等 

◇ 利子、配当、株式譲渡益等について一律 25％の分離課税の導入（2009 年）   ▲約 0.1 兆円  

◇ 法人税率引下げ等によるネット減収額抑制のための課税ベースの拡大等（2008 年） 

   ・減価償却制度の見直し                                       ＋約 2.9 兆円 

   ・営業税（市町村税）の損金算入の否認 

   ・支払利息の損金算入の制限 等  

 
◇ 付加価値税の標準税率の引上げ（16％→19％）（2007 年）              ＋約 2.5 兆円 
    → 増収分の 3 分の 2 は財政再建に、3 分の 1 は失業保険料の引下げに充当 
 

◇ 所得税の 高税率の引上げ（42％→45％）（2007 年）                 ＋約 0.1 兆円  

総
減
収
額
の
約
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分
の
５
を
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置
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［減収措置］

［増収措置］


